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発言者： 41  ／230 検索語：

○政府委員（永井紀昭君）　先ほど局長からも答弁申し上げましたとおり、例えば現行の借地
法ですと第四条でございますが、ここに書かれております条文の文言、すなわち文理解釈と
現在の裁判所における運用といいますか、判例との間にギャップが生じている、乖離が生じ
ているということを申し上げたと思います。現在の時点でこれを条文として書きますときには、
現実に今のような条文のままですとかえって貸し主側の事情を優先するような形になってしま
うという、そういうことになっております。
　すなわち、今の借地法の正当事由といいますのは二つ要件があるわけでございまして、一
つは貸し主がみずから使用することというのと、もう一つは正当の事由という、こういう二つが
あると思っていただければいいと思います。これは文理解釈上そうなっております。はっきり言
いますと、みずから使用するというその部分は落としましょう、要するに正当の事由ということ
で一本化しよう、それが現在の実務に合っているという、そういう考え方でございまして、「自
ラ」だけ落とすとかなんとかというものではなくなっているわけでございます。これは第六条で
も正当事由の内容をむしろ明確にしてその要素をはっきりさせるということ、そういうところでこ
ういう双方が「使用を必要とする事情のほかことして、ほかの付随的事情も挙げている、こう
いう文体といいますか、こういう条文の構造になっているわけでございます。

文理解釈と判例との間にギャップ
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